受託研究契約書
      研 究 課 題 ： 「                                                       」
　　　研究完了期限：　   年   月   日 （研究期間：本契約締結の日 から     年   月   日 まで）
      研究担当教員：  所属機関名（学部の場合は学科名まで記載）・役職・氏名
　　　研 究 経 費 ：　金                  円（うち消費税額および地方消費税額＊＊＊＊＊＊円）
　                              （以下「甲」という。）と立命館大学総合理工学研究機構（以下「乙」という。）は、標記研究について、甲を委託者、乙を受託者とし、以下の条項により契約を締結する。
第１条　乙は、標記の研究について、標記の期限内に研究を完了し、速やかにその結果を文書により甲に報告する。
第２条　甲は、標記の研究経費を本契約締結の日から30日以内に立命館大学に一括納入する。
第３条　甲が乙に納入した研究費により、乙が取得した設備等は乙の所有に属する。
第４条　研究を途中で中止するときは、甲乙協議し、いずれかが一方的に中止することはできない。
第５条　甲の都合により研究の全部または一部を取消しまたは中止するときは、甲が乙に納入した研究費は返還しない。乙の都合により研究の全部または一部を取消しまたは中止したときは、乙は研究費の全部または一部について甲に返還しなければならない。
第６条　乙は、研究期間中、甲より中間報告を求められたときは、研究に支障のない範囲で報告を行なわなければならない。
第７条　研究による研究成果は、甲乙において公表することができる。ただし、第９条に規定の相手方の秘密情報が開示されるおそれがある場合、産業財産権等の取得およびその他合理的理由により公表に支障がある場合は、公表の時期・方法・内容などについて必要に応じ甲乙協議のうえ、定める。
第8条　 研究の成果について、発明等が生じた場合には、その取扱いは甲乙協議のうえ、定める。
第９条　甲および乙は、本研究に関連して相手方から秘密である旨が明示されて開示され、または知り得た相手方所有の情報を、善良なる管理者の注意をもって管理し、事前の相手方の承諾なしに第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に該当するものはこの限りではない。
(1)　開示のときに、既に公知であった情報または既に自己が保有していた情報

(2)　開示後、自己の責によらず、公知となった情報

(3)　秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報

(4)　相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
第10条  本契約の有効期間は、本契約締結の日から標記の研究完了期限までとする。

２  前項にかかわらず、第４条にもとづき研究期間の途中で研究を中止する場合の本契約の有効期間は、本契約締結の日から研究を中止する日までとする。

３　前二項にかかわらず、第７条から第９条までの規定は、本契約期間満了の日から３年間その効力を有する。
第11条　この契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ、解決をはかる。
　この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を所有する。
　    年   月   日

（甲）
住所








組織・機関名称







役職・代表者名
　　　　　　　　　　　　印

（乙）
滋賀県草津市野路東１－１－１







立命館大学総合理工学研究機構







機構長　牧　川　方　昭
　　　　印

